
 

 

熊本県産業廃棄物指導要綱 
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第１章総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。 

以下「廃掃法」という。 ）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政 

令第３００号。以下「廃掃法政令」という。 ）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施 

行規則（昭和４６年厚生省令第３５号 ）、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最 

終処分場に係る技術上の基準を定める省令（昭和５２年総理府・厚生省令第１号） 、熊 

本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和５２年熊本県規則第５１号。以 

下「細則」という。 ）、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 

（令和６年法律第４１号。以下、「高度化法」という。）、使用済自動車の再資源化等に関 

する法律（平成１４年法律第８７号。以下「自動車リサイクル法」という。 ）、使用済 

自動車の再資源化等に関する法律施行令（平成１４年政令第３８９号 ）、使用済自動車 

の再資源化等に関する法律施行規則（平成１４年経済産業省・環境省令第７号）に定め 

られた許可、適正な処理等に係る基準及び指導に関する規定についての具体的な県の事 

務取扱の運用基準並びに廃掃法の処理基準等違反の未然防止のために県において取り組 

む事項の運用指針を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める 

ところによる。 

(1)  産業廃棄物 廃掃法第２条第４項に規定する産業廃棄物並びに自動車リサイクル 

法第２条第２項に規定する使用済自動車、同条第３項に規定する解体自動車及び同条 

第４項に規定する特定再資源化物品をいう。 

(2)  特別管理産業廃棄物 廃掃法第２条第５項に規定する産業廃棄物をいう。以下、 

産業廃棄物に特別管理産業廃棄物が含まれるものとする。 

(3)  安定型産業廃棄物 廃掃法政令第６条第１項第３号イ (1)から(6) までに規定す 

る産業廃棄物をいう。 



 

 

(4)  排出事業者 事業（産業廃棄物の処理に係る事業を含む。 ）活動に伴い産業廃棄 

物を生ずる事業場を設置している事業者をいう。 

(5)  処理業者 知事又は市長の許可を受けて、産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分 

を業として行っている者又はこれらを業として行おうとする者をいう。 

(6)  処理 産業廃棄物の保管、収集、運搬、処分等をすることをいう。 

(7)  処分 産業廃棄物の中間処理又は最終処分をいう。 

(8)  中間処理 産業廃棄物の再生利用、減量化、中和、無害化等中間的な処分をする 

ことをいう。 

(9)  最終処分 産業廃棄物を埋立処分することをいう。 

(10) 産業廃棄物処理施設 廃掃法第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施設をい 

う。 

(11) 産業廃棄物の処理の用に供する施設 前号に規定する産業廃棄物処理施設を含み、 

運搬車両及び運搬容器を除き、積替え保管施設を含む産業廃棄物の処理に係るすべて 

の施設をいう。 

(12) 最終処分場 廃掃法政令第７条第１４号に規定する施設をいう。 

(13) 中間処理施設 産業廃棄物を中間処理する施設をいう。 

(14) 排出事業場 工場その他の事業活動に伴い産業廃棄物を排出する施設及び工事現 

場をいう。 

(15) 県外排出事業者 熊本県の区域外に排出事業場を有する排出事業者をいう。 

(16) 県外産業廃棄物 熊本県の区域外で発生した産業廃棄物をいう。 

(17) マニフェスト 廃掃法第１２条の３に規定する産業廃棄物管理票をいう。 

(18) 動静脈連携優良認定業者 別に定める再生可能資源を用いて水平リサイクルを行 

う者として県が認定する者をいう。 

第２章適正処理の推進 

（処理業の許可等に関する基準） 

第３条 産業廃棄物処理業の許可及び変更許可の申請並びに細則第８条第１項の申請及び 

細則第１４条第１項の登録に関する基準（以下「処理業の許可等に関する基準」という。） 

は、別に定める。 

（産業廃棄物の処理の用に供する施設の維持管理に関する基準） 

第４条 産業廃棄物の処理の用に供する施設の維持管理（閉鎖後の最終処分場の維持管理 

を含む。 ）及び収集、運搬における維持管理に関する基準（以下「産業廃棄物の処理の 

用に供する施設の維持管理に関する基準」という。）は、別に定める。 

（水銀廃棄物の適正処理） 

第５条 県は、地球規模の取組により人為的な水銀汚染の防止を目指した水銀に関する水 



 

 

俣条約の締結により、廃掃法において追加された水銀及び水銀を含む廃棄物の適正処理 

に関する基準並びに熊本県水銀含有廃棄物の安全かつ効率的な処理方法に関する検討会 

による提言書を踏まえ、処理業者が水銀及び水銀を含む廃棄物を処理するに当たり、廃 

掃法に基づく基準を遵守するために必要となる具体的な基準を定め、遵守するよう求め 

るものとする。 

２ 前項の基準は、前条の産業廃棄物の処理の用に供する施設の維持管理に関する基準及 

び第２３条に規定する廃掃法等法令を遵守するために必要とする基準において定める。 

（マニフェストの使用に関する基準等） 

第６条 産業廃棄物の処分を受託した処分業者が、当該処分を終了したとき、又は再生利 

用したときは、当該処分業者に対し、当該処分又は再生利用に係るマニフェストの熊本 

県への送付票（以下「Ｋ票」という。 ）を、処分又は再生利用が終了した月の翌月１０ 

日までに知事に提出するよう求めるものとする。 

２ マニフェストの使用に関する基準は、別に定める。 

第３章県外産業廃棄物の搬入 

（県外産業廃棄物の搬入に係る協議等） 

第７条 県外排出事業者が、県外産業廃棄物を県の区域内（熊本市を除く。 ）において処 

分するために搬入しようとする場合、知事は、あらかじめ、当該県外排出事業者から、 

県外排出事業場又は処分する産業廃棄物の処理の用に供する施設ごとに、県外産業廃棄 

物搬入事前協議書（別記第１号様式。以下「協議書」という。 ）により協議を受けるも 

のとする。ただし、県内への年度間（４月１日から翌年の３月３１日までの１年間）の 

搬入量が５００トン未満の県外排出事業者、動静脈連携優良認定業者、国から高度化法 

に基づく高度再資源化事業、高度分離・回収事業及び再資源化工程の高度化として認定 

を受けた計画に係る事業、廃掃法第１５条の３の３に基づく熱回収施設についての認定 

を受けた者の当該認定に係る施設で処理する県外排出事業者、 同法第１５条の４の２に 

基づく再生利用に係る特例の認定を受けた産業廃棄物、同法第１５条の４の３に基づく 

広域的処理についての認定を受けた者の当該認定に係る施設で処理する県外排出事業者、 

同法第１５条の４の４に基づく無害化処理施設の認定を受けた者の認定に係る施設で処 

理する県外排出事業者、同法第１５条の４の３に基づく広域的処理についての認定を受 

けた者の当該認定に係る施設で処理する県外排出事業者、同法第２０条の２に基づく再 

生事業者登録を行っている者の当該登録に係る事業の用に供する再生処理施設で処理す 

る県外排出事業者並びに細則第８条に規定する再生利用個別指定業者の当該指定に係る 

事業の用に供する再生利用施設で処理する県外排出事業者は、この限りでない。なお、 

動静脈連携優良認定業者の認定基準（以下「動静脈連携優良認定業者の認定に関する基 

準」という 。 ）は別に定める。 



 

 

２ 前項の場合において、処分業の許可を有する優良認定業者（廃掃法政令第６条の１１ 

第２号の基準に適合すると認められた者）に処分を委託するときは、県外排出事業者は、

前項の協議書に代えて、事前に県外産業廃棄物搬入届出書（別記第２号様式。以下「搬 

入届出書」という。）を提出できるものとする。 

３ 第１項の協議書及び前項の搬入届出書には、次の各号に掲げる書類の添付を求めるも 

のとする。 

(1)  当該排出事業場の業務概要を記載した書類 

(2)  製造工程図（使用原材料が分かるもの）及び産業廃棄物の排出工程図又はこれら 

に類する図書等 

(3)  搬入方法及び搬入経路を記載した書類並びに搬入経路を記入した地図 

(4)  委託処理の場合は、当該排出事業者と委託を予定している処理業者の委託契約書 

 案 

(5)  産業廃棄物、運搬容器及び運搬車両のカラー写真 

(6)  搬入する産業廃棄物の分析証明書（有害物質等の含有又は溶出試験結果で、事前 

協議書を提出しようとする日前６０日以内に検査を実施したものに限る。） 

(7)  委託処理の場合は、委託を予定している処理業者の許可証等の写し 

(8)  処分を予定している処理業者が作成した産業廃棄物の処分計画書（別記第３号様 

式） 

(9)  県外産業廃棄物が中間処理されたものである場合は、当該産業廃棄物の性状及び 

成分を明確にし、適正処理を確認した旨を記載した書類（別記第４号様式） 

(10) 県外産業廃棄物が中間処理された特別管理産業廃棄物である場合は、当該中間処 

理に係る廃棄物の種類、量、処理を委託した排出事業者の氏名及び名称並びに当該廃 

棄物に係る製造工程図（使用原材料が分かるもの）及び廃棄物の排出工程図又はこれ 

らに類する図書等 

（協議書の審査等） 

第８条 知事は、前条第１項に規定する協議書の提出があった場合は、次項の規定に該当 

する場合を除き、協議のあった日から起算して２０日以内に、１年を超えない有効期間 

を定めた県外産業廃棄物搬入事前協議終了通知書（別記第５号様式。以下「協議終了通 

知書」という。）を当該県外排出事業者に交付するものとする。 

２ 知事は、協議書の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、必要に応じて、搬入 

の中止又は協議書の内容の変更を当該県外排出事業者に要請するものとする。 

(1)  処理業者の積替え保管施設又は保管施設を経由して、搬入される産業廃棄物であ 

るとき。 

(2)  廃掃法第１５条の２の７の規定による改善命令等、廃掃法第１９条の３の規定に 



 

 

よる改善命令又は廃掃法第１９条の４若しくは第１９条の５の規定による措置命令を 

受けている産業廃棄物の処理の用に供する施設において処分しようとするとき。 

(3)  搬入先の処理施設において、次に掲げる施設の区分に応じ、当該区分に定める量 

を超えて、県外産業廃棄物を処理することとなるとき。 

ア 最終処分場 当該年度の埋立処分計画量の３０パーセントに相当する量 

イ 中間処理施設 当該施設の１日当たりの処理能力に、当該施設が年間に稼働する 

とされている日数を乗じて得た量の３０パーセントに相当する量 

(4)  委託契約書案の内容が適正でないと認められるとき。 

(5)  産業廃棄物の処理が法令等に基づく基準に適合していないとき。 

(6)  適正処理の確認に不備があるとき。 

(7)  その他生活環境の保全上支障があると認められるとき。 

３ 知事は、審査に際し、必要があると認める場合は、産業廃棄物の処理の用に供する施 

設の所在地を管轄する市町村長の意見を聴くことができる。 

（搬入届出書の受理等） 

第９条 知事は、搬入届出書の受理に際し、前条第２項各号の要件への対応が適切に行わ 

れることを確認する。 

２ 搬入届出書の有効期限は設けないものとする。ただし、県外産業廃棄物の搬入が、前 

条第２項各号の各要件及び第１０条第１項第４号の要件を満たさないことが確認された 

場合、知事は、搬入届出書に代えて、県外排出事業者と第７条の協議を行う。 

（県外産業廃棄物の搬入等） 

第１０条 知事は、県外産業廃棄物の搬入に際し、県外排出事業者及び処理業者により、 

次の各号による事務が適切に行われるかを確認する。 

(1)  協議終了通知書の交付を受けた後に、自ら又は委託して、県外産業廃棄物の搬入 

を行うこと。 

(2)  県外産業廃棄物の搬入を県外排出事業者が処理業者に委託するときは、協議終了 

通知書の写しを処理業者に交付すること。 

(3)  処理業者は、県外排出事業者から協議終了通知書の写しの交付を受けるとともに、 

県外排出事業者と産業廃棄物の処分に係る委託契約を締結した後に、県外産業廃棄物 

の搬入を行うこと。 

(4)  県外排出事業者自ら又は委託して県外産業廃棄物を搬入する場合は、マニフェス 

トを適正に使用し、処分終了後速やかにマニフェストの「Ｋ票」を知事に提出するこ 

と。 

２ 前３条及び前項の規定は、県外排出事業者が、協議終了通知書の交付を受けた場合又 

は搬入届出書の受理後に、協議書若しくは搬入届出書の内容を変更しようとする場合に 



 

 

準用する。 

（県外産業廃棄物処理実績の報告） 

第１１条 知事は、協議終了通知書の交付を受け、県外産業廃棄物の処分を行った県外排 

出事業者に対し、その年度における当該県外産業廃棄物の処分の状況を記載した県外産 

業廃棄物処理実績報告書（別記第６号様式）を、翌年度の６月３０日までに提出するこ 

とを求めるものとする。 

２ 知事は、搬入届出書を提出し、県外産業廃棄物の処分を行った県外排出事業者に対し、 

処分を行った年度における当該県外産業廃棄物の処分の状況に加えて、翌年度の処理予 

定量を記載した県外産業廃棄物搬入届出に係る県外産業廃棄物処理実績報告書（別記第 

７号様式）を、翌年度の６月３０日までに提出することを求めるものとする。この場合 

において、知事は、当該処分に係る搬入届出書の写しの添付を併せて求めるものとする。 

第４章施設の適正設置指導 

（産業廃棄物の処理の用に供する施設の立地に関する基準） 

第１２条 産業廃棄物の処理の用に供する施設の立地に関する基準（以下「産業廃棄物の 

処理の用に供する施設の立地に関する基準」という 。 ）は、別に定める。 

（施設設置の事前協議） 

第１３条 次の各号に掲げる施設を設置しようとする者（以下「設置者」という。 ）から、 

事業計画の概要を記載した書類（別記第８号様式。以下「事業概要書」という 。）によ 

り、知事は協議を受けるものとする。この場合において、廃掃法に基づく産業廃棄物処 

理施設の設置許可申請、産業廃棄物処理業の許可申請（変更許可申請を含む。） 若しく 

は変更届出のいずれかが必要な施設又は自動車リサイクル法に基づく解体業、破砕業の 

許可申請、 破砕業の変更許可申請若しくは変更届出のいずれかが必要な施設については、 

当該申請又は届出の前に協議（以下、本章において施設の設置、変更、譲受け、借受け 

及び転用に係る法令の許可申請又は届出前に行う県と事業者の事前の協議を「事前協議」 

という 。 ）を受けるものとする。ただし、動静脈連携優良認定業者（当該施設ごとに 

事前協議の除外を申請し、県の承認を受けたものに限る。） 並びに国から高度化法に基 

づく高度再資源化事業、高度分離・回収事業及び再資源化工程の高度化として認定を受 

けた計画に係る事業は、この限りでない。なお、動静脈連携優良認定業者であって、事 

前協議の適用除外を希望する者にあっては、別に定める基準（動静脈連携優良認定業者 

の認定に関する基準）で、当該施設ごとに事前協議の除外を申請するものとする。この 

申請の承認にあたり、法第１５条で規定される処理方式に該当しない産業廃棄物の処理 

の用に供する施設を設置する場合、その処理方式が、国内での処理実績等の知見が十分 

ではなく、事前の協議が必要と知事が判断するものについては、その承認の対象外とし、 

第１３条から第１７条に定める事前協議の手続きを行うものとする。 



 

 

(1)  産業廃棄物の処理の用に供する施設（次のアからウまでに掲げるものを除く。） 

ア 産業廃棄物の処理を業として行わない事業者が自らの事業により生ずる産業廃棄 

物のみを処理するために当該事業場内に設置するもの 

イ 入替に伴う当該施設の処理能力の増加が当初設置時と比較して１０パーセント未 

満のもの。ただし、入替により生活環境への負荷を増大させることが予想される等、

知事が事前協議を必要と認める入替を除く。 

ウ 産業廃棄物処理施設である移動式破砕施設のうち、廃掃法政令第７条第８号の２

における木くず、がれき類の破砕施設 

(2)  前号以外の施設で知事が必要と認めるもの 

２ 設置者が前項の協議を行う前に、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）又は熊本 

県環境影響評価条例（平成１２年熊本県条例第６１号）の手続を終了した場合は、この 

協議を行ったものとみなす。 

３ 知事は、第１項の事業概要書の提出があった場合は、当該事業概要書の写しを、当該 

施設の設置場所を管轄する市町村長及び知事が事業概要書の写しを送付することが適当 

であると認めた市町村長（以下これらを「関係市町村長」という。）に送付するものと 

する。 

４ 前項の規定により事業概要書の写しの送付を受けた関係市町村長は、必要に応じて、 

事業概要書の内容について周知の必要があると認めた地域に周知することができる。 

（施設変更の事前協議） 

第１４条 前条第１項各号に掲げる施設の設置者が、当該施設について次の各号に掲げる 

事項の変更をしようとする場合は、知事は、施設変更に係る事業概要書（別記第８号様 

式）により、協議を受けるものとする。ただし、産業廃棄物処理施設に係る変更の場合 

は、この限りではない。なお、自走式の廃棄物処理施設を兼用とするために必要な手続 

きは次の表のとおりとする。 

表 自走式の産業廃棄物処理施設の兼用関係手続 

取得済区分      兼用手続 

          廃掃法       事前協議 

        施設    処分業※ 

移 法対象外  －           要（指導要綱） 

動 法対象  変更許可   変更許可  要（指導要綱 

式                    ＋紛争要綱） 

固 法対象外  －           不要 

定 法対象  変更届出 

式 



 

 

※処分業については、事業範囲に変更がない場合（既許可の事業範囲に「移動式」、「固 

定式」の両方が含まれており、処理する廃棄物の種類も変更がない場合）は変更届出と 

なる。 

(1)  当該施設の処理能力（産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、産業廃棄 

物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量。以下同じ。 ）（当初設置時と 

比較して、１０パーセント未満の増大を除く。） 

(2)  当該施設の位置、構造等の設置及び維持管理に関する計画（環境への負荷を増大 

させないことが予想される変更を除く。） 

２ 前項の場合において、廃掃法に基づく産業廃棄物処理業の許可申請（変更許可申請を 

含む。 ）及び変更届出のいずれかが必要な施設並びに自動車リサイクル法に基づく解体 

業及び破砕業の変更届出のいずれかが必要な施設については、事前協議を受けるものと 

する。 

３ 前条第２項から第４項までの規定は、設置者が第１項の協議を行う場合について準用 

する。 

（施設譲受け等の事前協議） 

第１５条 既存の施設を譲り受け、又は借り受け（合併若しくは分割又は相続による譲受 

けその他知事が別に定める場合を除く。以下「譲受け等」という。 ）して、産業廃棄物 

の処理の業の用に供しようとする場合は、知事は、当該施設の利用に係る事業概要書（別 

記第８号様式）により、協議を受けるものとする。ただし、産業廃棄物処理施設に係る 

譲受け等を除く。 

２ 前項の場合において、廃掃法に基づく産業廃棄物処理業の許可申請（変更許可申請を 

含む。）及び変更届出のいずれかが必要な施設並びに自動車リサイクル法に基づく解体業、

破砕業の許可申請、破砕業の変更許可申請及び変更届出のいずれかが必要な施設につい 

ては、事前協議を受けるものとする。 

３ 第１３条第３項及び第４項の規定は、譲受者等が第１項の協議を行う場合について準 

用する。 

（施設転用の事前協議） 

第１６条 既存の廃棄物の処理の用に供する施設で自らの事業（廃棄物の処理の事業を含 

む。 ）により生ずる廃棄物のみを処理しているものを転用して、産業廃棄物の処理の業 

の用に供しようとする場合は、知事は、当該施設についての転用に係る事業概要書（別 

記第８号様式）により、協議を受けるものとする。 

２ 前項の場合において、廃掃法に基づく産業廃棄物処理業の許可申請（変更許可申請を 

含む。）又は変更届出のいずれかが必要な施設については、事前協議を受けるものとする。 

３ 第１３条第３項及び第４項の規定は、施設転用者が第１項の協議を行う場合について 



 

 

準用する。 

（事業計画書の提出等） 

第１７条 第１３条から前条までのいずれかの規定により事業概要書の提出を行った者（ 

以下「事前協議者」という。）は、提出から６月以内に、当該事業計画を記載した書類を

作成し、知事に提出するものとする。 

２ 前項の事業計画を記載した書類は、事業計画書申請書（別記第９号様式「事業計画書」）

に、別表１に掲げる書類及び図面を添付したものとする。ただし、第１３条から前条ま

でのいずれかの協議を終了した施設について、 

再度これらの規定による協議を行う必要が生じた場合は、知事が必要でないと認める書 

類及び図面を省略することができる。 

（優良認定業者の事前協議） 

第１８条 処分業の許可を有する優良認定業者については、第１３条から前条までの規定 

にかかわらず、次の各号の手続を行うことができる。なお、事前協議の対象が、廃掃法 

における積替え保管施設の場合は、収集運搬業の許可を有する優良認定業者（廃掃法政 

令第６条の９第２号の基準に適合すると認められた者）が以下の手続を行うことができ 

る。 

(1)  産業廃棄物の処理の用に供する施設（産業廃棄物処理施設を除く。） 

ア 施設の変更または現に廃掃法における処分業を行っている事業地（以下「既存事 

業地」という。）における新規施設の設置を行う場合は、第１３条及び第１４条の 

事業概要書の提出を省略し、前条第２項の事業計画書を提出する（以下、この手続 

を「優良用事前協議」という。）ことができる。 

なお、既存の施設と同じ処分を行う施設を同一の既存事業地に追加設置する場合 

で次の(ｱ)及び(ｲ)に該当しないときは、事前協議を省略できる。 

(ｱ)  設置予定事業地での施設能力が１０パーセント以上増大する追加設置 

(ｲ)  生活環境への負荷を増大させることが予想される追加設置 

イ 施設の譲受け等の場合は、優良用事前協議を実施することができる。 

ウ 施設の処理業への転用の場合は、事前協議を省略することができる。ただし、既 

存事業地以外での転用は事前協議を実施するものとする。 

(2)  産業廃棄物処理施設 

ア 既存事業地に施設を設置する場合は、優良用事前協議を実施することができる。 

なお、第２１条第１項の規定による関係市町村長の意見等により、周辺住民との紛 

争が予見される場合は、第２０条第２号に基づき同条第１号に定める手続を行うこ 

とができるものとする。 

イ 移動式破砕施設は事前協議を省略できる。 



 

 

ウ 施設の処理業用への転用の場合は、事前協議を省略することができる。ただし、 

既存事業地以外での転用は事前協議を実施の上、第２０条第１号に定める手続を行 

うものとする。 

（事前協議を実施しない場合の廃掃法の許可申請及び届出の手続） 

第１９条 第１３条から前条までの規定において、産業廃棄物の処理の業の用に供する施 

設について事前協議を行わない場合の廃掃法の許可申請及び届出の手続は、次の各号の 

とおりとする。ただし、産業廃棄物処理施設を除く施設において、第１３条第１項第１ 

号イに該当する施設の入替、第１４条第１項各号に掲げる事項の変更に該当しない施設 

の変更及び前条第１号ア(ｱ)及び(ｲ)に該当しない施設の追加は除く。 

(1)  廃掃法における産業廃棄物処理業（変更）許可が必要な場合は、(2)の場合を除 

き、次のアからエまでによる手続を行う。 

ア 産業廃棄物処理業（変更）許可申請の際、第３条で別に定める処理業の許可等に 

関する基準における添付書類及び図面に加えて、別表１に掲げる番号４、６、９、 

１０、１３、１４の書類及び図面を添付した上で申請書を提出することを求めるも 

のとする。廃掃法の法令への適合に関して、要綱に基づく運用基準（産業廃棄物の

処理の用に供する施設の維持管理に関する基準、産業廃棄物の処理の用に供する施

設の立地に関する基準、産業廃棄物の処理の用に供する施設の構造に関する基準

（第２３条で規定するものをいう。以下、同じ。））上の審査を行う。 

イ 関係市町村に、申請書における事業内容を説明する書類の写しを送付の上で、意 

見を聴取し、当該意見に対する事業者の見解の提出を求める（移動式施設を除く。）。 

設置者は、知事又は関係市町村長から関係市町村長に当該許可申請の内容について 

説明するよう求められた場合は、これに協力するものとする。 

ウ 許可の際には、申請書の内容、イの意見及び見解を踏まえて、廃棄物処分に伴う 

生活環境の保全上の支障が生じるおそれがないかを検討の上、廃掃法第１４条第１ 

１項の許可への生活環境上の条件（許可における生活環境の保全上必要な条件）を 

付すかを判断する。 

エ 審査結果については、イの事業者見解書写しを添付の上、関係市町村に通知する 

ものとする。 

(2)  廃掃法に基づく廃棄物処理施設に係る許可（設置・変更・譲受け（借受け） ）が 

必要な場合は、次のアからエまでによる手続を行う。 

ア 廃掃法に基づく廃棄物処理施設に係る設置・変更・譲受け（借受け）の許可申請 

の段階で、廃掃法等法令への適合に関して、県の要綱に基づく運用基準（産業廃棄 

物の処理の用に供する施設の維持管理に関する基準、産業廃棄物の処理の用に供す 

る施設の立地に関する基準及び産業廃棄物の処理の用に供する施設の構造に関する 



 

 

基準）上の審査を行う。なお、審査のため、別表１番号１３の書類の提出を求める 

ものとし、譲受け（借受け）の許可申請においては別表１番号１４の書類の提出を 

別に求めるものとする。 

イ 関係市町村に、申請書における事業内容を説明する書類の写しを送付の上で、意 

見を聴取し、当該意見に対する事業者の見解の提出を求める（移動式施設を除く。）。 

設置者は、知事又は関係市町村長から関係市町村長に当該許可申請の内容について 

説明するよう求められた場合は、これに協力するものとする。 

ウ 許可に当たっては、申請書の内容及びイの意見、見解を踏まえて、廃棄物処分に 

伴う生活環境の保全上の支障が生じるおそれがないかを検討する。更に、施設設置 

及び変更に際しては、廃掃法第１５条の２第１項第２号の許可要件への適合を検討 

するとともに、許可に廃掃法第１５条の２第４項の生活環境保全上の条件を付すか 

を判断する。 

なお、産業廃棄物処理業（変更）許可が必要な場合は、イの意見、見解及びウに 

おける検討結果を踏まえて、産業廃棄物処理業（変更）許可に廃掃法第１４条第１ 

１項の生活環境上の条件を付すかを判断する。 

エ 審査結果については、イの事業者見解書写しを添付の上、関係市町村に通知する 

ものとする。 

(3)  廃掃法における産業廃棄物処理業に係る変更届出が必要な場合は、(2)の場合を 

除き、次のア及びイの審査等を行う。 

ア 変更届出の際に、廃掃法で規定された書類及び図面に加えて、別表１番号１、４、

６、９、１０、１３、１４の書類及び図面を添付した上で届出書を提出することを 

求める。知事は、廃掃法等法令への適合に関して、県の要綱に基づく運用基準（産 

業廃棄物の処理の用に供する施設の維持管理に関する基準、産業廃棄物の処理の用 

に供する施設の立地に関する基準及び産業廃棄物の処理の用に供する施設の構造

に 

関する基準）上の審査を行い、廃掃法の処理基準上問題がないかを確認するものと 

する。 

イ 届出受理後は、関係市町村長に、変更届出の内容について通知するものとする。 

（手続） 

第２０条 第１７条に基づく事業計画書の提出を行った者（以下「事業計画書提出者」と 

いう。）は、次に規定する手続を行うものとする。 

(1)  第１３条及び第１６条の協議で、当該協議に係る施設（移動式のものを除く。） 

が産業廃棄物処理施設である場合及び第１８条第２号ウにおける既存事業地以外での 

転用の場合は、知事が別に定める熊本県産業廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予 



 

 

防及び調整に関する要綱（以下「紛争要綱」という。）の手続 

(2)  第１８条第２号アにより、周辺住民との紛争が予見される場合は、第１号におけ 

る紛争要綱第４条第３項以降の手続を行うことができるものとする。 

(3)  前２号による紛争要綱の手続に該当しない場合は、次条及び第２２条に定める手 

続 

（協議等） 

第２１条 知事は、事業計画書提出者からの協議が前条第１号に該当しない場合で、当該 

事業計画書の内容が適当であると認めるときは、関係市町村長に当該事業計画書の写し 

を送付して、期間を定めて生活環境保全上の見地から意見を求めるものとする（移動式 

施設を除く。 ）。この場合において、第１８条第２号アに該当する施設設置に関し意見 

を求めるときは、紛争要綱の手続の必要性も含めて意見を求めるものとする。 

２ 事業計画書提出者は、知事又は関係市町村長から関係市町村長に当該事業計画書の内 

容について説明するよう求められた場合は、これに協力するものとする。 

３ 事業計画書提出者は、関係市町村長の意見に対する対応等を記載した見解書を知事に 

提出する。また、知事は、見解書が提出された場合は、当該見解書の写しを関係市町村 

長に送付するものとする。 

４ 知事は、必要に応じて事業計画書の内容の変更等を当該事業計画書提出者に指示する 

ことができる。 

５ 事業計画書提出者は、提出した事業計画書において、第１項の意見を求めた後に、次 

の各号に掲げる事項の変更をしようとする場合は、事業計画変更届出書（別記第１０号 

様式）を、知事に提出するものとする。 

(1)  当該施設の処理能力が１０パーセント以上増大する変更 

(2)  当該施設の処理方式の変更 

(3)  処理に伴い生じる排ガス及び排水の量及び処理方法（排出の方法（排出口の位置、 

排出先等を含む。）を含む。）に係る変更（排ガス又は排水の量の変更においては増 

大する場合に限る。） 

(4)  排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成す 

ることとした数値の変更（当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜ 

られることとなるもののみを行う場合を除く。） 

(5)  排ガスの性状及び放流水の水質等の測定頻度に関する事項の変更（当該変更によ 

って頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。） 

(6)  生活環境への負荷を増大させることが予想される変更 

６ 前項の事業計画変更届出書が提出された場合は、変更後の事業計画書について前条及 

び第１項から第３項までの手続を行うものとする。 



 

 

７ 知事は、事前協議において次に掲げる審査等を行う。 

(1)  廃掃法等法令への適合に関して、県の要綱に基づく運用基準（産業廃棄物の処理 

の用に供する施設の維持管理に関する基準、産業廃棄物の処理の用に供する施設の立 

地に関する基準及び産業廃棄物の処理の用に供する施設の構造に関する基準）上の審 

査 

(2)  第１項の関係市町村長からの意見及び第３項の事業計画書提出者からの見解書の 

内容を踏まえた、次のアからウまでによる審査等 

ア 廃掃法における産業廃棄物処理業（変更）許可が必要な場合は、廃棄物処分に伴 

う生活環境の保全上の支障が生じるおそれがないかを検討の上、許可に廃掃法第１ 

４条第１１項の生活環境上の条件を付すかを判断する。 

イ 廃掃法に基づく廃棄物処理施設に係る許可（設置・変更・譲受け（借受け））が 

必要な場合は、廃棄物処分に伴い生活環境の保全上の支障が生じるおそれがないか 

を検討する。更に施設設置及び変更に際しては、廃掃法第１５条の２第１項第２号 

の許可要件への適合を検討するとともに、許可に廃掃法１５条の２第４項の生活環 

境保全上の条件を付すかを判断する。 

ウ 廃掃法における産業廃棄物処理業に係る変更届出が必要な場合は、イの場合を除 

き、廃棄物処分に伴う生活環境の保全上の支障が生じるおそれがないかを確認する。 

８ 知事は、協議の内容が適当であると認める場合は、事前協議終了通知書（別記第１１ 

号様式）を事業計画書提出者に交付するものとする。なお、事前協議終了書の有効期間 

は、当該終了書の通知日から５年とする。ただし、関連法令や周辺の状況に変化がない 

など従前の事前協議が有効と知事が認める場合はこの限りでない。 

９ 知事は、前項の規定により協議が終了した場合は、関係市町村長に第３項の事業計画 

書提出者からの見解書の写しを添付の上、その旨を通知するものとする。 

（工事完了等） 

第２２条 事業計画書提出者は、工事が完了した場合は、工事完了報告書（別記第１２号 

様式）を知事に提出するものとする。 

２ 前項の工事完了報告書には、次に掲げる書類等を添付するものとする。 

(1)  工事の施行状況及びしゅん功後の状況を明らかにする写真 

(2)  工事しゅん功図面（施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造 

図の出来高図） 

３ 事前協議者は、事業計画を中止する場合は、事業計画中止届出書（別記第１３号様式） 

を知事に提出するものとする。 

（産業廃棄物の処理の用に供する施設の構造に関する基準） 

第２３条 産業廃棄物の処理の用に供する施設の構造について、知事は、廃掃法等法令を 



 

 

遵守するために必要とする基準（以下「産業廃棄物の処理の用に供する施設の構造に関 

する基準」という。）を別に定める。 

（自社廃棄物の処理施設の設置における事前確認） 

第２４条 産業廃棄物の処理の用に供する施設（産業廃棄物の処理を業として行わない事 

業者が自らの事業により生ずる産業廃棄物に限り処理するために当該事業場内に設置す 

る施設で、産業廃棄物処理施設以外のものに限る。）で、知事が別に定めるものを設置 

しようとする者（別に定める施設に該当する処理能力を有していない施設を該当する処 

理能力に増強しようとする者を含む。）は、施設を設置する前に知事から事前の確認を 

受けるものとする。 

２ 前項の事前の確認を受ける施設は、前条の産業廃棄物の処理の用に供する施設の構造 

に関する基準において定める。 

３ 第１項の事前の確認では、自社処理施設に関する事前確認依頼書（別記第１４号様式）

に、前条の産業廃棄物の処理の用に供する施設の構造に関する基準において定める書類 

を添付し、知事に提出するものとする。 

第５章雑則 

（提出部数） 

第２５条 この要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、次の表のとおりとする。 

ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。 

番号  項目                         提 出 部 数 

１  県外産業廃棄物搬入事前協議書             ２部 

２  県外産業廃棄物搬入届出書               ２部 

３  県外産業廃棄物処理実績報告書、県外産業廃棄物搬入届  ２部 

出に係る県外産業廃棄物処理実績報告書 

４  事業概要書、事業計画書及び事業計画変更届出書     ３部に関係市町村 

数を加えた部数 

５  工事完了報告書３部 

６  事業計画中止届出書３部 

７  自社処理施設に関する事前確認依頼書３部 

備考提出部数には、副本を含む。 

（書類の経由等） 

第２６条 この要綱の規定により知事に提出する書類又は知事から送付、通知及び交付す 

る書類は、県外産業廃棄物の搬入に関する書類を除き、産業廃棄物の処理の用に供する 

施設の所在地を管轄する保健所長を経由するものとする。 

（適用除外） 



 

 

第２７条 この要綱の規定は、熊本市の区域内及び廃掃法、自動車リサイクル法等法令で 

定める基準に適合することが客観的かつ明確である場合においては適用しない。 

（その他） 

第２８条 この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の熊本県産業廃棄物指導要綱（以下「改正前要綱」 

という。 ）に基づき行われている手続については、この要綱施行の日から起算して３箇 

月の間（以下「移行期間」という。 ）は、従前の例によるものとする。 

３ 移行期間の満了日以降については、この要綱の施行の際現に改正前要綱の規定により 

交付されている事前協議終了通知書その他の書類は、改正後の熊本県産業廃棄物指導要 

綱（以下「改正後要綱」という。）の規定により交付された事前協議終了通知書その他 

の書類とみなし、この要綱の施行の際現に改正前要綱の規定により提出されている申請 

書その他の書類は、改正後要綱の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表１   事業計画書添付書類 

番号 添付書類 

１ 事業計画の概要を記載した書類 

２ 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し（原本と相違無い旨記載 

し押印したもの）及び履歴事項全部証明書（法人登記）（写しも可）。 

申請者が個人の場合は、住民票（本籍省略不可）（ 写しも可）及び登記事 

項証明書（登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人とする 

記録がないことの証明)（写しも可）） 

※設置（変更）許可又は処分業に係る（変更）許可が必要な事前協議の場合

は、事前協議時点では３箇月以上経過した書類の写しでも可とする。 

３ 廃掃法施行規則第１０条の５第１項第１号ロ(1)に掲げる「産業廃棄物の処

分を的確に行うに足りる知識及び技能を有する」ことを説明する書類： 

（公財）日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会「処分課程」 



 

 

の修了証の写し ※原本確認を行う。 

※修了証の有効期限は以下のとおりとする。 

新規講習会の修了証：５年 

更新講習会の修了証：２年 

※過去に新規講習会の修了証を得ていない者は、新規講習会を受講し、修了

証を得ること。 

４ 産業廃棄物の処理工程図、その他処理の計画を記載した書類、処分後の産業

廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理方法を記載した書類 

５ 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類 

６ 中間処理業で残さ物が生ずる場合は、残さ物の処分方法を記載した書類 

７ 中間処理施設、保管施設の一覧表 

８ ・事務所、事業場の付近の見取図（事務所等を中心に半径２キロメートル 

以内） 

・当該施設の配置図（搬入経路を明記すること） 

９ ・当該施設の処理能力を明らかにする書類及び図面 

・事業の用に供する施設（保管施設を含む）の構造を明らかにする平面図、

立面図、断面図、設計計算書。最終処分場は、周囲の地形、地質及び地下

水の状況を明らかにする書類及び図面、埋め立て処分計画を記載した書

類、災害防止のための計画書、事業区域及び埋立に供する場所の測量図（測

量士が作成した求積図又は丈量図）及び隣接土地所有者（管理者）との敷

地境界確認書。 

１０ ・字図（公図の写し）に事業区域を枠囲み等で明示したもの 

・処分施設（土地を含む）の所有権又は使用権を証する書類（土地の登記事

項証明書＊１、２（全部事項証明書、使用承諾書、貸借契約書等） 

＊１：地目が「田」「畑」となっているものに関しては、農地転用許可が確

認できる書類を添付すること。 

＊２：設置（変更）許可又は処分業（変更）許可が必要な事前協議の場合は、

事前協議時点では３箇月以上経過した書類の写しでも可とする。 

１１ 産業廃棄物処理施設を使用し処分業を行う者は、技術管理者の資格を有す

る者であることを証する書類（修了証の写し、法施行規則第１７条第１項に

定める資格を証する書類） ※原本確認を行う。 

１２ 申請者が県又は市の許可（当該申請に係る処理業、設置・変更許可）を受

けている場合は、その許可証の写し 



 

 

１３ 当該施設に係る廃掃法及び自動車リサイクル法並びに要綱における構造

基準及び維持管理基準に対する対応状況を記載した書類 

１４ 周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類 

１５ 当該事業に係る他法令の手続の必要の有無及び手続の状況を記載した書類 

１６ 設計計算書（油水分離等） 

１７ 事業計画書、収支見積書 

１８ 標準作業書 

１９ 立地基準に対する対応状況を記載した書類 

２０ 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面 

（生活環境の保全に関する協定書の写し（締結している場合のみ）等） 

注１ 廃清法に係る施設の場合は、番号１６～１８は不要 

注２ 自動車リサイクル法に係る施設の場合は、番号１、３、７及び１１は不要 

注３ 優良産廃業者の場合、番号２、３、５及び１１は省略できる。 

 


